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第７章 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制 

 

計画に位置づけられた事業の実施にあたっては、外部委員組織として、「あんジョイプラ

ン９」の進捗状況管理、介護保険事業の総括的な評価及び地域包括支援センター運営の評価

を行うための「介護保険・地域包括支援センター運営協議会」、地域密着型サービスの質の

確保の観点から評価を行うための「地域密着型サービス運営委員会」を開催します。 

さらに、庁内の関係部局及び社協からなる「健康とやすらぎ推進本部」において、計画の

進捗管理と事業の円滑な推進を図ります。 

また、広域的調整を行う組織である愛知県圏域保健医療福祉推進会議と連携及び調整を行

います。 
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 広域的調整 

愛知県圏域保健医療福祉推進会議 

（西三河南部西圏域） 

進捗管理 

介護保険・地域包括支援センター運営協議会 

地域密着型サービス運営委員会 

（注）保健・医療・福祉関係者等で構成される外部委員組織 

幹事会 分科会 

（注）社協を含んだ内部組織 

健康とやすらぎ推進本部 




